
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　樹脂部材同士を通電加熱により融着し、接合することによって製造される樹脂加工製品
の製造方法であって、下記工程を含むことを特徴とする樹脂加工製品の製造方法；
　ａ． 樹脂部材 の接合部に、
網目状又はパターン状の開口を有する 抵抗発熱体を

介在させて、 前記樹脂部材同士をつき合わせる工程、
及び
　ｂ．

前記抵抗発熱体に通電し発熱させ、前記樹脂部材同士を融着する工程。
【請求項２】
　前記樹脂部材が、何れも熱可塑性樹脂であることを特徴とする請求項１に記載の製造方
法。
【請求項３】
　前記樹脂部材が、何れもポリエチレン樹脂である請求項１又は２に記載の製造方法。
【請求項４】
　前記抵抗発熱体の前記開口の寸法が、１～３ｍｍである請求項１～３の何れか一に記載
の製造方法。
【請求項５】
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一方の円筒状樹脂部材と他方のリング状ないし円筒状 との間
金属線 当該接合部の少なくとも円周面

状の接合面に接触するように 双方の

前記接合面における前記抵抗発熱体と圧着されていない面上に生ずる空隙において
溶解された双方の樹脂部材が前記開口を充填し互いに融着するのに十分な温度になるよう



　前記 樹脂部材の形状が、
請求項１～４の何れか一に

記載の製造方法。
【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　樹脂部材同士を接合するために、前記樹脂部材同士を通電加熱により融着する装置であ
って、下記手段を含むことを特徴とする融着装置；
　ａ． 樹脂部材 の接合部に、
抵抗発熱体として網目状又はパターン状にした金属線を

介在させ、前記樹脂部材同士をつき合わせて保持する手段、及
び
　ｂ．前記網目状又はパターン状にした金属線に

通電し発熱させる手段。
【請求項９】
　前記樹脂部材が、何れも熱可塑性樹脂であり、前記金属線の前記網目又は前記パターン
の寸法が、１～３ｍｍである請求項 に記載の融着装置。
【請求項１０】
　前記リング状ないし円筒状樹脂部材の形状が、２以上に分割されたものであり、その対
応する接合面に前記抵抗発熱体が介在されることを特徴とする請求 に記載の融
着装置。
【請求項１１】
　樹脂部材と発熱体からなる、樹脂部材のための継手であって、前記発熱体は網目状又は
パターン状の開口を有する

ことを特徴とする
継手。
【請求項１２】
　前記発熱体が、前記樹脂部材との接合面に仮付けされ、更に適当な樹脂でコーティング
を施されている請求項１１に記載の継手。
【請求項１３】
　前記樹脂部材が、熱可塑性樹脂である請求項 に記載の継手。
【請求項１４】
　前記樹脂部材が、ポリエチレン樹脂であり、 前記樹脂部材の形状が、リング
状又は円筒状 請求項 の何れか一に
記載の継手。
【請求項１５】
　少なくとも一方が樹脂製であるパイプ同士を接合することによって製造される樹脂加工
製品の製造方法であって、下記工程を含むことを特徴とする樹脂加工製品の製造方法；
　ａ．一方の樹脂製パイプとの接合部に網目状又はパターン状の開口を有する 抵抗
発熱体を介在させた樹脂部材を、前記一方の樹脂製パイプの端部外周につけ合わせて保持
する工程、
　ｂ．前記抵抗発熱体に通電し発熱させ、 前記一方の樹脂製パイプ
と前記樹脂部材とを融着する工程、
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リング状ないし円筒状 ２以上に分割されたものであり、その対
応する接合面に前記抵抗発熱体が介在されることを特徴とする

前記分割されたリング状ないし円筒状の樹脂部材の分割面にも前記抵抗発熱体を介在さ
せて通電発熱させ、分割樹脂部材同士をも融着することを特徴とする請求項５記載の製造
方法。

前記リング状ないし円筒状樹脂部材が、切れ目を有し、該切れ目を解して前記接合面に
亘り前記抵抗発熱体が介在されることを特徴とする請求項１～４の何れか一に記載の製造
方法。

一方の円筒状樹脂部材と他方のリング状ないし円筒状 との間
当該接合部の少なくとも円筒面状

の接合面に接触するように

前記接合面における前記金属線と圧着さ
れていない面上に生ずる空隙において溶解された双方の樹脂部材が網目を充填し互いに融
着するのに十分な温度になるよう

８

項８又は９

金属線からなり、
　前記発熱体が、前記樹脂部材との接合面に圧着又は仮付けされている

１１又は１２

継手をなす
、又はこれらを２以上に分割したものである １１～１３

金属線

その前記開口を通して



　ｃ．前記一方の樹脂製パイプと接合すべきパイプの端部外周にストッパーを設けるとと
もに、その端部内周にＯリングを配する工程、
　ｄ．前記接合すべきパイプの端部内周に配されたＯリングが前記一方の樹脂製パイプの
端部外周に接するように、前記一方の樹脂製パイプと前記接合すべきパイプとをつき合わ
せて保持する工程、及び
　ｅ．前記一方の樹脂製パイプに融着された樹脂部材と、前記接合すべきパイプ
の端部外周のストッパーとをスリーブにより抱持する工程。
【請求項１６】
　前記他方のパイプが、金属製パイプである請求項 に記載の樹脂加工製品の製造方法
。
【請求項１７】
　樹脂製パイプと樹脂部材間の接合部に介在する、網目状又はパターン状の開口を有する

抵抗発熱体に通電発熱させて成る樹脂製パイプと樹脂部材間の前記開口を通して形
成された融着層を有する樹脂加工部材と、端部外周にストッパーが設けられた、前記樹脂
製パイプと接合すべきパイプと、前記樹脂加工部材の端部外周及び前記接合すべきパイプ
の端部内周に接するように配されたＯリングと、前記樹脂パイプに融着された樹脂部材及
び前記接合すべきパイプの端部外周のストッパーを抱持するスリーブとから成ることを特
徴とする樹脂加工製品。
【請求項１８】
　前記接合すべきパイプが、金属製パイプである請求項 に記載の樹脂加工製品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、樹脂部材同士（樹脂製の接合して製品となる二以上の部材）を通電加熱により
融着し、接合することによって製造される樹脂加工製品（樹脂部材の融着加工製品）の製
造方法、樹脂部材同士を通電加熱により融着する方法、及び樹脂部材同士を通電加熱によ
り融着する装置等に関する。更に、少なくとも一方が樹脂製であるパイプ同士、特に樹脂
製パイプと金属製パイプを接合することによって製造される樹脂加工製品の製造方法等に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から樹脂部材同士、特に熱可塑性樹脂製パイプ同士を融着（接合）する方法として、
ＥＦ（ Electric Fusion）技術が使用されている。この方法では、樹脂部材同士、特に熱
可塑性樹脂製パイプ同士を融着（接合）する際に、専用継手、例えば、内部に円周（コイ
ル）状に巻いた金属線（抵抗発熱体）が埋め込まれた継手（ソケット）を使用し、この継
手内部の金属線に通電し（電流を流し）発熱させて、パイプ同士を融着（接合）させる（
例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】
特開平 2-186193号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このようなＥＦ技術では、各国における各種規格（ JIS、 ISO等）に基づく
樹脂製パイプに対して、専用継手（インジェクション成型品）を用いることが一般的であ
り、前記各種規格以外の製品に対する汎用性はない。従って、前記各種規格の製品及び前
記各種規格以外の製品に対して専用継手（インジェクション成型品）以外の継手を製造し
て使用する場合には、継手を樹脂ブロックから切出すために、この継手に対して正確に機
能する金属線を取り付ける（配設する）ことが難しい。また、樹脂部材同士のクリアラン
スを一定に保つことが困難で内蔵する抵抗発熱体（発熱体）によって空気量（樹脂部材同
士の間隙）が多い場所の樹脂からカーボンが発生する、内蔵する抵抗発熱体（発熱体）が
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１５

金属線

１７



通電加熱中に溶融した樹脂間を移動し接触してショートする、樹脂部材と継手との隙間に
空気層ができるために、この間隙での温度（環境温度）によって融着性能が左右され易い
という課題があった。
【０００５】
更に、前記各種規格においては管（パイプ）の製造に対して許容範囲があるために、同じ
規格の管であっても正確には一定の寸法ではなく（バラツキがあり）、前記専用継手や、
前記の如く樹脂ブロックから切出した継手との整合性を保ち難いため、融着性能が安定し
ない、ＥＦ技術は主に樹脂製のパイプを融着・接合する技術であり、平面形状（板状）や
多角形等の形状に対して適用することが難しい、抵抗発熱体として使用する金属線には一
般的に単一線が使用されており、金属線の長さによって通電時間、電圧等の各種設定が複
雑に変わるために簡便に融着作業を行うことができない等の課題もあった。
【０００６】
一方、少なくとも一方が樹脂製であるパイプ同士、特に樹脂製パイプと金属製パイプを接
合することによって製造される樹脂加工製品の製造方法において、その製品のスペック、
特に、それ等のパイプ同士の接合部における機械的強度（引っ張り強度等）は十分でなか
った。
【０００７】
このような情況下に、カーボンの発生及び内蔵する抵抗発熱体（発熱体）の通電加熱中に
おけるショートのない、環境の温度にも左右され難い、如何なる形状に対しても応用性の
ある、樹脂部材同士、及び樹脂部材同士と継手の融着方法の開発が求められる。また、少
なくとも一方が樹脂製であるパイプ同士、特に樹脂製パイプと金属製パイプを接合するこ
とによって製造される樹脂加工製品の製造において、その製品のスペック、特に、それ等
のパイプ同士の接合部の機械的強度が高く、かつそれ等の接合を簡便に行うことができる
製造方法が求められる。
【０００８】
そこで、本発明が解決しようとする課題は、樹脂部材同士を通電加熱により融着し、接合
することによって製造される樹脂加工製品の製造方法として、カーボンの発生及び内蔵す
る抵抗発熱体（発熱体）の通電中におけるショートのない、環境の温度にも左右され難い
、簡便に行うことのできる樹脂加工製品の製造方法、樹脂部材同士の融着方法及びその融
着装置を開発すること、更には、樹脂部材のための継手（樹脂継手）等を開発することに
ある。また、少なくとも一方が樹脂製であるパイプ同士、特に樹脂製パイプと金属製パイ
プを接合することによって製造される樹脂加工製品の製造において、それ等の接合部の機
械的強度が高く、かつそれ等の接合を簡便に行うことができる製造方法等を開発すること
にもある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、樹脂部材同士を接合するた
めに、前記樹脂部材同士を通電加熱により融着する際に、前記樹脂部材の接合部（接合面
又はその近傍）に、抵抗発熱体として網目状又はパターン状にした金属線を配して、前記
樹脂部材同士をつき合わせ、そのつき合わせた状態を保持させ、前記金属線に通電し融着
するために十分な温度で発熱させて融着したときには、樹脂部材同士の接合面の強度を向
上させることができ、上記課題が解決された樹脂加工製品の製造方法の供給をすることが
できることを見出した。
更に、本発明者等は、少なくとも一方が樹脂製であるパイプ同士を接合する場合に、先ず
、一方の樹脂製パイプとの接合部に網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体を介
在させた樹脂部材を、前記樹脂製パイプの端部外周につけ合わせ、そのつけ合わせた状態
を保持して、前記抵抗発熱体に通電し発熱させ、前記樹脂製パイプと前記樹脂部材とを融
着し、次いで、他方のパイプ（接合すべきパイプ）の端部外周にストッパーを設けるとと
もに、その端部内周にＯリングを配し、前記接合すべきパイプの内周に配されたＯリング
が前記樹脂製パイプの端部外周に接するように、前記樹脂製パイプと前記他方のパイプと
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をつき合わせ、そのつき合わせた状態を保持して、前記樹脂製パイプに融着された樹脂部
材及び前記接合すべきパイプの端部外周のストッパーをスリーブにより抱持したときには
、樹脂製パイプと、接合すべきパイプとをそれ等の接合部において高い機械的強度で接合
することができることを見出し、これ等の知見に基づいて本発明を完成するに到った。
【００１０】
　即ち、本発明の第一の視点において、樹脂部材同士を通電加熱により融着し、接合する
ことによって製造される樹脂加工製品の製造方法であって、下記工程を含むことに特徴を
有する樹脂加工製品の製造方法（以下、「本発明の樹脂加工製品の製造方法」とも称する
。）を提供することができる；
　ａ． 接合部に、
網目状又はパターン状の開口を有する

前記樹脂部材同士をつき合わせる工程、
及び
　ｂ．

前記抵抗発熱体に通電し発熱させ、前記樹脂部材同士を融着する工程。
【００１１】
また、本発明の樹脂加工製品の製造方法では、前記樹脂部材同士において、これ等に使用
される樹脂が、何れも熱可塑性樹脂、好ましくは何れも同一の熱可塑性樹脂、より好まし
くは何れもポリエチレン樹脂である場合には、樹脂部材同士の融着をより簡便に行うこと
ができるだけでなく、樹脂部材同士の接合面の強度をより向上させることができる。
【００１２】
特に、本発明の樹脂加工製品の製造方法では、前記樹脂部材の形状が、リング状及び円筒
状から選択される１以上であることが好ましい。この場合には、樹脂部材同士の融着を更
に簡便に行うことができる。
【００１３】
本発明の第二の視点において、樹脂部材同士を接合するために、前記樹脂部材同士を通電
加熱により融着する方法であって、下記工程を含むことに特徴を有する融着方法（以下、
「本発明の融着方法」とも称する。）を提供することができる；
ａ．前記樹脂部材の接合部に、抵抗発熱体として網目状又はパターン状にした金属線を配
して、前記樹脂部材同士をつき合わせて、そのつき合わせた状態を保持する工程、及び
ｂ．前記工程ａにおいて配した前記網目状又はパターン状にした金属線に通電し融着する
ために十分な温度で発熱させる工程。
【００１４】
また、本発明の融着方法では、前記樹脂部材同士において、これ等に使用される樹脂が、
何れも熱可塑性樹脂、好ましくは何れも同一の熱可塑性樹脂、より好ましくは何れもポリ
エチレン樹脂である場合には、樹脂部材同士の融着をより簡便に行うことができるだけで
なく、樹脂部材同士の接合面の強度をより向上させることができる。
【００１５】
特に、本発明の融着方法では、前記樹脂部材の形状が、リング状及び円筒状から選択され
る１以上であることが好ましい。この場合には、樹脂部材同士の融着を更に簡便に行うこ
とができる。
【００１６】
　本発明の第三の視点において、樹脂部材同士を接合するために、前記樹脂部材同士を通
電加熱により融着する装置であって、下記手段を含むことに特徴を有する融着装置（以下
、「本発明の融着装置」とも称する。）を提供することができる；
　ａ． 樹脂部材 の接合部に、
抵抗発熱体として網目状又はパターン状にした 金属線を

介在させ、前記樹脂部材同士をつき合わせて保持
する手段、及び
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一方の円筒状樹脂部材と他方のリング状ないし円筒状樹脂部材との間の
金属線抵抗発熱体を当該接合部の少なくとも円周面

状の接合面に接触するように介在させて、双方の

前記接合面における前記抵抗発熱体と圧着されていない面上に生ずる空隙において
溶解された双方の樹脂部材が前記開口を充填し互いに融着するのに十分な温度になるよう

一方の円筒状樹脂部材と他方のリング状ないし円筒状 との間
網目を有する 当該接合部の少なく

とも円筒面状の接合面に接触するように



　ｂ．前記網目状又はパターン状にした金属線に

通電し発熱させる手段。
【００１７】
また、本発明の融着装置では、前記樹脂部材が、何れも熱可塑性樹脂、好ましくは何れも
同一の熱可塑性樹脂、より好ましくは何れもポリエチレン樹脂である場合には、樹脂部材
同士の融着をより簡便に行うことができるだけでなく、樹脂部材同士の接合面の強度をよ
り向上させることができる。
【００１８】
特に、本発明の融着装置では、前記樹脂部材の形状が、リング状及び円筒状から選択され
る１以上であることが好ましい。この場合には、樹脂部材同士の融着を更に簡便に行うこ
とができる。
【００１９】
本発明の第四の視点において、樹脂部材間の接合部に介在する、網目状又はパターン状の
開口を有する抵抗発熱体に通電発熱させて成る、前記樹脂部材間の前記開口を通して形成
された融着層を有することに特徴を有する樹脂加工製品（以下、「本発明の樹脂加工製品
」とも称する。）を提供することができる。
【００２０】
また、前記樹脂部材が、何れも熱可塑性樹脂、好ましくは何れも同一の熱可塑性樹脂、よ
り好ましくは何れもポリエチレン樹脂である場合には、樹脂部材同士の接合面の強度を高
めることができる。
【００２１】
特に、本発明の樹脂加工製品では、その製造に際して、前記樹脂部材の形状を、リング状
、円筒状又はこれ等の組み合わせにした場合には、樹脂部材同士の融着を更に簡便に行う
ことができるので、容易に本発明の樹脂加工製品を得ることができる。
【００２２】
本発明の第五の視点において、樹脂部材と発熱体からなる、樹脂部材のための継手であっ
て、前記発熱体は網目状又はパターン状の開口を有することに特徴を有する継手（以下、
「本発明の継手」とも称する。）を提供することができる。
【００２３】
更に、本発明の継手では、前記樹脂部材が、熱可塑性樹脂、好ましくはポリエチレン樹脂
である場合には、樹脂部材同士との融着をより簡便に行うことができる。
【００２４】
特に、本発明の継手では、前記樹脂部材の形状を、リング状又は円筒状にした場合には、
樹脂部材同士の融着を更に簡便に行うことができる。
【００２５】
　尚、本発明の継手には、前記発熱体が、前記樹脂部材との接合面に圧着されている（樹
脂部材の接合面に軽く押し付ける程度で、前記発熱体が、接合面又はその近傍にある）継
手、前記発熱体が、前記樹脂部材との接合面に仮付けされている継手、更に、例えば、前
記発熱体が、前記樹脂部材との接合面に仮付けされ、更に適当な樹脂（特に、樹脂の薄膜
）でコーティングを施されている継手 を含めることができる。
【００２６】
本発明の第六の視点において、樹脂部材同士を融着するための融着具であって、網目状又
はパターン状の開口を有する発熱体であることに特徴を有する樹脂融着用の融着具（以下
、「本発明の融着具」とも称する。）を提供することができる。
【００２７】
本発明の第七の視点において、樹脂パイプ同士を接合するために、前記樹脂パイプ同士を
通電加熱により融着する方法であって、下記工程を含むことに特徴を有する融着方法（以
下、「本発明の樹脂パイプの融着方法」とも称する。）を提供することができる；
ａ．前記樹脂パイプの接合部に、抵抗発熱体として網目状又はパターン状にした金属線を
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前記接合面における前記金属線と圧着さ
れていない面上に生ずる空隙において溶解された双方の樹脂部材が網目を充填し互いに融
着するのに十分な温度になるよう

等



配して、前記樹脂パイプ同士をつき合わせて、そのつき合わせた状態を保持する工程、及
び
ｂ．前記工程ａにおいて配した前記網目状又はパターン状にした金属線に通電し融着する
ために十分な温度で発熱させる工程。
【００２８】
また、本発明の樹脂パイプの融着方法では、前記樹脂パイプ同士において、これ等に使用
される樹脂が、何れも熱可塑性樹脂、好ましくは何れも同一の熱可塑性樹脂、より好まし
くは何れもポリエチレン樹脂である場合には、樹脂パイプ同士の融着をより簡便に行うこ
とができるだけでなく、樹脂パイプ同士の接合面の強度をより向上させることができる。
【００２９】
　本発明の第八の視点において、少なくとも一方が樹脂製であるパイプ同士を接合するこ
とによって製造される樹脂加工製品の製造方法であって、下記工程を含むことに特徴を有
する樹脂加工製品の製造方法（以下、「本発明のスリーブ付樹脂加工製品の製造方法」と
も称する。）を提供することができる；
　ａ．一方の樹脂製パイプとの接合部に網目状又はパターン状の開口を有する 抵抗
発熱体を介在させた樹脂部材を、前記一方の樹脂製パイプの端部外周につけ合わせて保持
する工程、
　ｂ．前記抵抗発熱体に通電し発熱させ、 前記一方の樹脂製パイプ
と前記樹脂部材とを融着する工程、
　ｃ．前記一方の樹脂製パイプと接合すべきパイプの端部外周にストッパーを設けるとと
もに、その端部内周にＯリングを配する工程、
　ｄ．前記接合すべきパイプの端部内周に配されたＯリングが前記一方の樹脂製パイプの
端部外周に接するように、前記一方の樹脂製パイプと前記接合すべきパイプとをつき合わ
せて保持する工程、及び
　ｅ．前記一方の樹脂製パイプに融着された樹脂部材と、前記接合すべきパイプの端部外
周のストッパーとをスリーブにより抱持する工程。
【００３０】
また、本発明のスリーブ付樹脂加工製品の製造方法では、前記接合すべきパイプについて
は特に制限は無く、樹脂製パイプや、金属製パイプ等のパイプを使用することができ、前
記接合すべきパイプと前記樹脂製パイプとを簡便に接合することができるだけでなく、前
記接合すべきパイプと前記樹脂製パイプとの接合部の強度をより向上させることができる
。
【００３１】
本発明の第九の視点において、樹脂製パイプと樹脂部材間の接合部に介在する、網目状又
はパターン状の開口を有する抵抗発熱体に通電発熱させて成る樹脂製パイプと樹脂部材間
の前記開口を通して形成された融着層を有する樹脂加工部材と、端部外周にストッパーが
設けられた、前記樹脂製パイプと接合すべきパイプと、前記樹脂加工部材の端部外周及び
前記接合すべきパイプの端部内周に接するように配されたＯリングと、前記樹脂パイプに
融着された樹脂部材及び前記接合すべきパイプの端部外周のストッパーを抱持するスリー
ブとから成ることに特徴を有する樹脂加工製品（以下、「本発明のスリーブ付樹脂加工製
品」とも称する。）を提供することができる。
【００３２】
また、本発明のスリーブ付樹脂加工製品では、前記接合すべきパイプについては特に制限
は無く、樹脂製パイプや、金属製パイプ等のパイプを使用することができ、前記接合すべ
きパイプと前記樹脂製パイプとが簡便に接合され、前記接合すべきパイプと前記樹脂製パ
イプとの接合部の強度がより向上された樹脂加工製品を提供することができる。
【００３３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００３４】
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金属線

その前記開口を通して



本発明には幾つかの形態、即ち、樹脂部材同士（樹脂製の接合して製品となる二以上の部
材）を通電加熱により融着、接合して製造される樹脂加工製品の製造方法、樹脂部材同士
を通電加熱により融着する方法、樹脂部材同士を通電加熱により融着する装置等が含まれ
る。尚、本発明の樹脂加工製品の製造方法、融着方法及び融着装置を中心に説明するが、
本発明はこれ等に限定されるものではない。
（本発明の樹脂加工製品の製造方法）
本発明の樹脂加工製品の製造方法は、樹脂部材同士、特に好ましくは、リング状又は円筒
状の樹脂部材同士を通電加熱により融着し、接合することによって製造される樹脂加工製
品の製造方法であって、下記工程を含む樹脂加工製品の製造方法である；
ａ．前記樹脂部材の接合部に、網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体を介在さ
せて、前記樹脂部材同士をつき合わせる工程、及び
ｂ．前記抵抗発熱体に通電し発熱させ、前記樹脂部材同士を融着する工程。
【００３５】
具体的に、一例として、先ず、融着（接合）すべき樹脂部材同士の大きさ、形状等に合わ
せて網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体を選択し、前記樹脂部材の接合部に
前記抵抗発熱体を介在させる（配する）。次いで、前記抵抗発熱体を介在させた樹脂部材
と融着すべき樹脂部材とをつけ合わせる。更に、介在させた前記抵抗発熱体に通電、発熱
させ、前記樹脂部材同士を融着（接合）することができる。
【００３６】
ここで、前記樹脂部材の接合部には、前記樹脂部材の接合面又はその近傍が含まれる。
【００３７】
　また、本発明において、樹脂部材の接合部に「介在させた」抵抗発熱体には、樹脂部材
の接合面と圧着された状態（樹脂部材の接合面に軽く押し付ける程度で、接合面又はその
近傍に抵抗発熱体がある状態）にある抵抗発熱体や、樹脂部材の接合面に仮付け（配設）
された状態にある抵抗発熱体、更には、例えば、樹脂部材の接合面に抵抗発熱体を仮付け
し、更に適当な樹脂（特に、薄膜の樹脂）でコーティングを施された状態にある抵抗発熱
体等を含めることができる。尚、前記適当な樹脂については、使用する樹脂部材に合わせ
て選択され、後記説明の本発明において使用する樹脂部材用の樹脂を使用することができ
る。
【００３８】
この方法によれば、前記抵抗発熱体の形状を自由に選択し、加工（融着すべき樹脂部材の
形状に合わせて加工（曲げ等））することができるので、樹脂部材の形状は問わず、例え
ば、筒状（特に、リング状又は円筒状等）、板状等、何れの形状に対しても容易に融着（
接合）することができる。また、このように一方の樹脂部材の形状に合わせて容易に抵抗
発熱体を追従することができるために、融着しようとする樹脂部材同士（樹脂製の接合し
て製品となる二以上の部材）の間隙がなくなるので環境温度に左右され難くなる。更に、
前記抵抗発熱体への通電により溶融した樹脂が前記網目状又はパターン状の開口を有する
抵抗発熱体の開口（孔部分）に充填され、前記開口で前記抵抗発熱体への通電により溶融
した一方の樹脂部材と、同様に溶融した他方の樹脂部材とが相溶（溶融混合し再構成（一
体となって硬化））するので、樹脂部材同士の接合面の強度を樹脂部材自体の強度と同等
にすることができる。尚、本発明の樹脂加工製品の製造方法の一例が図１に示されている
（図１参照。）。
【００３９】
本発明において使用する樹脂部材については、特に制限は無く、熱により溶融し再構成（
一体となって硬化）する樹脂であれば使用することができるが、好ましくは熱可塑性樹脂
が選択される。この熱可塑性樹脂として、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポ
リオレフィン系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン等のビニル系樹脂、ポリメタクリル
酸メチル等のアクリル樹脂、 ABS樹脂等を挙げることができ、より好ましくはポリオレフ
ィン系樹脂、更に好ましくはポリエチレン樹脂が選択される。尚、前記樹脂部材を選択す
る際には、融着（接合）すべき樹脂部材同士として、前記樹脂部材同士の融着を阻害しな
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い範囲で、材質が互いに異なる樹脂、例えば、ポリエチレン樹脂とポリプロピレン樹脂を
選択してもよいが、好ましくは互いに相溶性が良い樹脂部材同士、より好ましくは何れも
材質が同一である樹脂部材同士が選択される。
【００４０】
前記抵抗発熱体については、通電ができ、通電時に抵抗値を持つ、一般的に抵抗発熱体（
発熱体）として使用される金属及びそれ等の合金を材質とするものであれば特に制限は無
く、例えば、鉄若しくは鉄鋼、タングステン等の単体金属、又はこれ等を主体とするもの
（線材）、鉄－クロム、ニッケル－クロム等の合金を材質とするものを挙げることができ
る。これ等の中では汎用性と流通性の点から鉄若しくは鉄鋼、及び鉄－クロムが好ましく
選択される。
【００４１】
また、本発明において使用する網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体について
は、抵抗発熱体全体又は全面に一様に電流が流れ、かつ均一に発熱するようなものであれ
ばよく、例えば、融着すべき樹脂部材の形状、寸法及び性状（物性）等に応じて選択すれ
ばよい。例えば、ポリエチレン製の樹脂パイプ（外径１１４ｍｍ（φ１１４））に適用す
る場合では、一例として、好ましくは前記抵抗発熱体の前記開口の寸法が１～３ｍｍ程度
、より好ましくは前記抵抗発熱体の前記開口の寸法が１～３ｍｍ程度で前記抵抗発熱体に
使用される金属線の太さが０ .１～０ .５ｍｍ（φ０ .１～０ .５）程度、更に好ましくは前
記抵抗発熱体の前記開口の寸法が２ｍｍ程度で前記抵抗発熱体に使用される金属線の太さ
がφ０ .２程度である。
【００４２】
本発明において使用する網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体について、その
入手方法に困難は無く、金属線を網目状又はパターン状（例えば、格子状等）に加工した
ものを使用することができるが、ホビー用ステンレスメッシュ等の市販の金属メッシュを
使用することもできる。ここで、網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体には、
例えば、完全な網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体でなくても、開口を有す
るものであれば、本発明において使用する網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱
体に含まれる。
【００４３】
前記抵抗発熱体を樹脂部材に介在させる（配する）方法については特に制限はなく、例え
ば、ハンダゴテ等を使用して熱融着する方法等により介在させる（配設又は仮付けする）
ことができ、また、前記抵抗発熱体と同一の金属材料でコの字型の綴じ金具により仮付け
することができる。更に、前記説明の如く、前記樹脂部材の成型の際に、予め前記樹脂部
材中に抵抗発熱体が含まれるように成型することもできる。
【００４４】
本発明において、前記樹脂部材同士をつき合わせる方法については特に制限はなく、必要
により、例えば、クランプ等の治具を使用して保持する方法や、例えば、針金、ロープ、
テープ等のひも状又はベルト状等の仮止めのできる材料、好ましくはこれ等のうち耐熱性
のひも状又はベルト状等の材料を巻きつけて保持する方法等、一般的な固定方法を使用す
ることができる。
【００４５】
本発明において、抵抗発熱体（抵抗発熱体に使用される金属線）のショートには注意が必
要であり、例えば、抵抗発熱体の端部同士が接触又は接触の恐れがある場合には、端部同
士が接触しないように必要によりビニール、ゴム等の絶縁体等を介在させる。前記抵抗発
熱体への通電については、例えば、網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体の端
部全体に電極端子（通電プラグ）（例えば、金属クリップ、バッテリープラグ等）を設置
する等をして、前記抵抗発熱体の一方の端部から他方の端部に向かって一方向に電流が流
れるようにする。但し、抵抗発熱体全体又は全面に一様に電流が流れ、均一に発熱するよ
うに配慮することが好ましい。
【００４６】
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本発明における通電条件については、使用する（融着すべき）樹脂部材を融着するために
十分な温度で前記抵抗発熱体を発熱させる条件であれば特に制限は無く、使用する樹脂部
材の種類や融点、及び前記抵抗発熱体に使用される金属線の抵抗値に応じて適宜選択すれ
ば良い。好ましくは、前記樹脂部材の接合面において前記抵抗発熱体と圧着されていない
面上に生ずる空隙に、溶解されたポリエチレン樹脂の存在が確認されるまで通電する。こ
れが確認された場合には、樹脂部材同士は極めて高い機械的強度（引っ張り強度等）で融
着、接合される。例えば、ポリエチレン樹脂パイプ（外径φ１１４）、開口の寸法が２ｍ
ｍで抵抗発熱体に使用される金属線の太さφ０ .２の抵抗発熱体を使用する場合では、一
例として、約１５Ｖ、約１２０～１３０秒間である。
【００４７】
本発明において、樹脂部材同士を融着、接合した後の前記抵抗発熱体について、その余分
な部分（樹脂部材からはみ出した部分）を、適当な手段（例えば、金切りバサミ等を使用
して切断する等）により容易に取り除くことができる。
【００４８】
尚、本発明の樹脂加工製品の製造方法を使用して製造され、又は製造され得る樹脂加工製
品も本発明に含まれる。
（本発明の融着方法）
本発明の融着方法は、樹脂部材同士を接合するために、前記樹脂部材同士を通電加熱によ
り融着する方法であって、下記工程を含む；
ａ．前記樹脂部材の接合部に、抵抗発熱体として網目状又はパターン状にした金属線を配
して、前記樹脂部材同士をつき合わせて、そのつき合わせた状態を保持する工程、及び
ｂ．前記工程ａにおいて配した前記網目状又はパターン状にした金属線に通電し融着する
ために十分な温度で発熱させる工程。
従って、前記工程ａ及びｂ以外に必要な工程を付加して本発明をより簡便に行うこともで
き、このような方法も本発明に含まれる。
【００４９】
先ず、前記工程ａにおいて、適当な金属線を選択し、前記樹脂部材の接合部に、前記金属
線を、前記説明の如く適当な方法により配して、前記樹脂部材同士をつき合わせ、更にそ
のつき合わせた状態を保持する。次いで、前記工程ｂにおいて、前記工程ａにおいて配し
た前記金属線に、前記記載の適当な通電方法及び条件により通電し、前記樹脂部材同士を
融着するために十分な温度で発熱させることで、容易に樹脂部材同士を融着、接合するこ
とができる。
【００５０】
尚、前記金属線については、前記本発明の樹脂加工製品の製造方法における抵抗発熱体に
関する記載が参考にされる。
【００５１】
更に、前記本発明の樹脂加工製品の製造方法に記載された内容を参考にして容易に実施す
ることができる。
【００５２】
ここで、本発明において、樹脂部材の接合部に「配した」金属線には、前記同様、樹脂部
材の接合面と圧着された金属線や、樹脂部材の接合面に仮付け（配設）された金属線、更
には、樹脂部材中に埋設された金属線等を含めることができる。
（本発明の融着装置）
本発明の融着装置は、樹脂部材同士を接合するために、前記樹脂部材同士を通電加熱によ
り融着する装置であって、下記手段を含むものであれば、全て本発明に含まれる；
ａ．前記樹脂部材同士を接合する際に、前記樹脂部材の接合部に、抵抗発熱体として網目
状又はパターン状にした金属線を介在させ、前記樹脂部材同士をつき合わせて保持する手
段、及び
ｂ．前記網目状又はパターン状にした金属線に通電し融着するために十分な温度に発熱さ
せる手段。
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尚、前記本発明の樹脂加工製品の製造方法や、前記本発明の融着方法に記載された内容を
参考にして容易に実施することができる。また、本発明の融着装置（融着装置例）の一例
が図２～６に示されている（図２～６参照。）。
【００５３】
ここで、樹脂部材の接合部に金属線を「介在させる」手段には、前記同様、樹脂部材と金
属線とを圧着させる手段や、樹脂部材に金属線を仮付け（配設）する手段、更には、樹脂
部材に金属線を埋設する手段等を含めることができる。
【００５４】
前記手段ａにおいて、前記樹脂部材の接合部に、前記金属線を介在させ、前記樹脂部材同
士をつき合わせて保持する手段については、特に制限は無く、そのつき合わせた状態は、
前記記載の如く、一般的な固定方法を使用して保持することができる。
【００５５】
また、前記手段ｂについては、前記記載の如く、前記金属線に通電し、前記樹脂部材を融
着するために十分な温度に発熱させることで、容易に樹脂部材同士を融着、接合すること
ができる。
（本発明の樹脂加工製品）
本発明の樹脂加工製品は、樹脂部材間の接合部に介在する、網目状又はパターン状の開口
を有する抵抗発熱体に通電発熱させて成る、前記樹脂部材間の前記開口を通して形成され
た融着層を有する樹脂加工製品であり、このような樹脂加工製品は全て本発明に含まれる
。
【００５６】
ここで、「融着層」とは、前記開口で前記抵抗発熱体の通電発熱により溶融した一方の樹
脂部材と、同様に溶融した他方の樹脂部材とが相溶（溶融混合し再構成（一体となって硬
化））して形成される層である。
【００５７】
本発明の樹脂加工製品の一例が図７に示されている（図７参照。）が、図 7cにおいて一例
として記載されている本発明の樹脂加工製品の断面についての図は模式図であり、実際に
は必ずしも明確な融着層が形成されるとは限らない。
【００５８】
尚、実施方法等については、前記本発明の樹脂加工製品の製造方法に記載された内容が参
考にされる。
（本発明の継手）
本発明の継手は、樹脂部材と発熱体からなる、樹脂部材のための継手であって、前記発熱
体は網目状又はパターン状の開口を有するものである。
【００５９】
具体的に、一例として、先ず、接合すべき樹脂部材（接合して製品とすべき樹脂製の一又
は二以上の部材）の大きさ、形状等に合わせて、継手として使用する樹脂部材を選択する
。次いで、接合すべき樹脂部材、及びこれ等と融着（接合）させる継手（継手として使用
する樹脂部材）の大きさ、形状等に合わせて網目状又はパターン状の開口を有する発熱体
を選択する。前記発熱体を継手として使用する樹脂部材に配して継手とし、前記接合すべ
き樹脂部材と前記継手をつき合わせる。更に、つき合わせた前記継手に配した発熱体を発
熱させ、前記接合すべき樹脂部材を前記継手と共に融着させることができる。
【００６０】
ここで、本発明において、継手として使用する樹脂部材に「配した」発熱体には、前記樹
脂部材、特にその内面と圧着された状態にある発熱体や、前記樹脂部材、特にその内面に
仮付け（配設）された状態にある発熱体、更には、例えば、前記樹脂部材、特にその内面
に発熱体を仮付けし、更に適当な樹脂でコーティングを施す方法、前記樹脂部材の成型の
際に予め発熱体を取り付けて成型する方法等により樹脂部材に埋設された状態にある発熱
体等を含めることができる。
【００６１】
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本発明において使用する、継手として使用する樹脂部材については、前記記載された樹脂
部材と同じものを使用することができ、前記本発明の樹脂加工製品の製造方法において説
明したとおりである。
【００６２】
尚、前記継手として使用する樹脂部材を選択する際には、接合（融着）すべき樹脂部材の
性状（物性）、材質等に合わせ、接合すべき樹脂部材との融着を阻害しない範囲で、樹脂
部材を選択することができる。従って、接合すべき樹脂部材、及び継手として使用する樹
脂部材として、材質が互いに異なる樹脂を選択してもよいが（例えば、前記樹脂部材には
ポリエチレン樹脂を選択し、前記継手として使用する樹脂部材にはポリプロピレン樹脂を
選択する等）、好ましくは互いに相溶性が良い樹脂、より好ましくは何れも材質が同一で
ある樹脂が選択される。
【００６３】
本発明の継手について、その形状は、融着すべき樹脂部材に合わせて選択すればよく、特
に制限はないが、選択された継手を、例えば、二分割、三分割等、二以上に分割して用い
ることができる。例えば、融着すべき樹脂部材の形状が円筒状である場合には、これ等に
合うリング状又は円筒状の継手を、例えば二分割にして、即ち、半円状のものを二つ使用
して接合することができる。
【００６４】
前記発熱体については、前記本発明の樹脂加工製品の製造方法における抵抗発熱体に関す
る記載を参考にすることができる。
【００６５】
前記発熱体を、継手として使用する樹脂部材に配する方法については、前記本発明の樹脂
加工製品の製造方法において記載された内容を参考にすることができる。尚、前記説明の
如く、前記樹脂部材の成型の際に、予め前記樹脂部材中に発熱体が含まれるように成型し
て継手とすることもできる。
【００６６】
前記発熱体について、これを通電により発熱させる場合の通電方法及びその条件等につい
ては、前記本発明の樹脂加工製品の製造方法において記載された内容を参考にすることが
できる。
【００６７】
前記継手をつけ合わせる方法については、特に制限は無く、前記同様、一般的な固定方法
を使用して保持することができる。
【００６８】
本発明において、接合すべき樹脂部材を融着、接合した後の前記発熱体について、その余
分な部分（継手からはみ出した部分）については前記同様、容易に取り除くことができる
。
【００６９】
尚、本発明の継手を使用して製造され、又は製造され得る樹脂加工製品も本発明に含まれ
る。
（本発明の融着具）
本発明の融着具は、樹脂部材同士を融着するための融着具であって、網目状又はパターン
状の開口を有する発熱体である。尚、実施方法等については、前記記載の網目状又はパタ
ーン状の開口を有する抵抗発熱体に関する内容を参考にすることができる。
（本発明の樹脂パイプの融着方法）
前記本発明の融着方法は、接合すべき樹脂部材が好ましくは中空形状の樹脂部材、より好
ましくはリング状又は円筒状の樹脂部材、更に好ましくは樹脂パイプの場合に適用される
。尚、実施方法等については、前記本発明の融着方法において説明したとおりである。
【００７０】
（本発明のスリーブ付樹脂加工製品の製造方法）
本発明のスリーブ付樹脂加工製品の製造方法は、少なくとも一方が樹脂製であるパイプ同
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士を接合することによって製造される樹脂加工製品の製造方法であって、下記工程を含む
ことに特徴を有する樹脂加工製品の製造方法である；
ａ．一方の樹脂製パイプとの接合部に網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体を
介在させた樹脂部材を、前記一方の樹脂製パイプの端部外周につけ合わせて保持する工程
、
ｂ．前記抵抗発熱体に通電し発熱させ、前記一方の樹脂製パイプと前記樹脂部材とを融着
する工程、
ｃ．前記一方の樹脂製パイプと接合すべきパイプの端部外周にストッパーを設けるととも
に、その端部内周にＯリングを配する工程、
ｄ．前記接合すべきパイプの端部内周に配されたＯリングが前記一方の樹脂製パイプの端
部外周に接するように、前記一方の樹脂製パイプと前記接合すべきパイプとをつき合わせ
て保持する工程、及び
ｅ．前記一方の樹脂製パイプに融着された樹脂部材と、前記接合すべきパイプの端部外周
のストッパーとをスリーブにより抱持する工程。
【００７１】
具体的に、一例として、先ず、融着（接合）すべき樹脂製パイプの大きさ、形状等に合わ
せて網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体を選択し、前記樹脂部材の接合部に
前記抵抗発熱体を介在させる（配する）。次いで、前記抵抗発熱体を介在させた樹脂部材
と融着すべき樹脂パイプとをつけ合わせる。更に、介在させた前記抵抗発熱体に通電、発
熱させ、前記樹脂部材と樹脂製パイプとを融着（接合）して、樹脂加工部材を得る。前記
樹脂製パイプと接合すべきパイプについては、その端部外周にストッパーを設けるととも
に、その端部内周にＯリングを配する。
【００７２】
ここで、前記「ストッパー」とは、スリーブ内面においてその内面に配された内方突出部
と当接して、スリーブ内面において前記内方突出部と互いに係合するように前記樹脂部材
を前記スリーブの相手パイプに対する軸方向の摺動を止めるもので、これを介して、前記
樹脂部材がスリーブ内に軸方向に拘束保持され、接合すべき（典型的には挿入すべき）パ
イプに対しても軸方向への相対移動に対してスリーブ内に確保される。
【００７３】
得られた樹脂加工部材とパイプとをつき合わせ、そのつき合わせた状態を保持して、前記
樹脂部材及び前記ストッパーをスリーブで抱持することにより樹脂製パイプとこれと接合
すべきパイプとを接合することができる。尚、本発明のスリーブ付樹脂加工製品の製造方
法の一例が図８に示されている（図８参照。）。尚、前記抵抗発熱体を介在させた樹脂部
材については、予め樹脂部材中に抵抗発熱体が含まれるようにして成型したものを使用す
ることができる。
【００７４】
本発明において使用する樹脂部材の材質については、前記説明のとおりである。
【００７５】
本発明において使用する樹脂部材の形状や大きさ等の形態については、融着すべき樹脂製
パイプの形態、後記ストッパーの形態、及び後記スリーブの形態に応じて選択される。例
えば、樹脂製パイプの形態、後記ストッパーの形態、及び後記スリーブに合わせてリング
状又は円筒状の樹脂部材を選択して、これを二分割、三分割等、二以上に分割したものを
用いることができる。
【００７６】
前記樹脂部材を前記樹脂製パイプにつけ合わせる位置については、特に制限は無く、前記
ストッパーを設ける位置や前記スリーブの大きさ及び形状に応じて選択される。
【００７７】
本発明において使用する樹脂製パイプの材質については、特に制限は無く、前記樹脂部材
と熱により溶融し再構成（一体となって硬化）する樹脂であれば使用することができるが
、好ましくは熱可塑性樹脂が選択される。この熱可塑性樹脂として、例えば、ポリエチレ
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ン、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン等のビニ
ル系樹脂、ポリメタクリル酸メチル等のアクリル樹脂、 ABS樹脂等を挙げることができ、
より好ましくはポリオレフィン系樹脂、更に好ましくはポリエチレン樹脂が選択される。
尚、前記樹脂部材を選択する際には、融着（接合）すべき樹脂パイプと樹脂部材との融着
を阻害しない範囲で、材質が互いに異なる樹脂、例えば、ポリエチレン樹脂とポリプロピ
レン樹脂を選択してもよいが、好ましくは互いに相溶性が良い樹脂、より好ましくは何れ
も材質が同一である樹脂が選択される。
【００７８】
前記抵抗発熱体については、前記説明のとおりである。
【００７９】
尚、前記抵抗発熱体を介在させた樹脂部材には、前記樹脂部材、特にその内面と圧着され
た状態にある抵抗発熱体や、前記樹脂部材、特にその内面に仮付け（配設）された状態に
ある抵抗発熱体、更には、例えば、前記樹脂部材、特にその内面に抵抗発熱体を仮付けし
、更に適当な樹脂でコーティングを施す方法、前記樹脂部材の成型の際に予め抵抗発熱体
を取り付けて成型する方法等により樹脂部材に埋設された状態にある抵抗発熱体等を含め
ることができる。
【００８０】
尚、前記抵抗発熱体の形状や大きさについては特に制限は無く、抵抗発熱体全体又は全面
に一様に電流が流れ、かつ均一に発熱するようなものであればよい。具体的には、融着す
べき樹脂部材の形状、寸法及び性状（物性）等に応じて選択される。例えば、ポリエチレ
ン製の樹脂リング（外径１１４ｍｍ（φ１１４）、幅３０ｍｍ）に適用する場合では、一
例として、好ましくは前記抵抗発熱体の前記開口の寸法が１～３ｍｍ程度、より好ましく
は前記抵抗発熱体の前記開口の寸法が１～３ｍｍ程度で前記抵抗発熱体に使用される金属
線の太さが０ .１～０ .５ｍｍ（φ０ .１～０ .５）程度、更に好ましくは前記抵抗発熱体の
前記開口の寸法が２ｍｍ程度で前記抵抗発熱体に使用される金属線の太さがφ０ .２程度
で、幅２０ｍｍ程度である。
【００８１】
前記樹脂製パイプとの接合部に網目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体を介在さ
せた樹脂部材を、前記樹脂製パイプの端部外周につけ合わせて保持することについては、
前記記載を参考にして容易に行うことができる。
【００８２】
前記樹脂製パイプと前記樹脂部材とを融着する方法については、前記説明のとおりである
。
【００８３】
前記樹脂製パイプと接合すべきパイプについては、特に制限は無く、ポリエチレン樹脂パ
イプ、塩化ビニルパイプ等の樹脂パイプや、鉄パイプ等の金属パイプ等を選択することが
できる。
【００８４】
前記樹脂製パイプと接合すべきパイプの端部外周にストッパーを設ける場合には、特に制
限は無い。例えば、前記接合すべきパイプの端部外周上に溝を作ることによってできる凸
部分をストッパーとして使用することができ、また、接合すべきパイプを所望のストッパ
ーを有するように予め成型しておくこともできる。
【００８５】
また、前記ストッパーの形態については、特に制限は無く、接合すべきパイプ外周から所
望の高さ又は接合すべきパイプの端部外周上に設けた溝の底面から所望の高さで、及び所
望の幅で接合すべきパイプ外周を連続して取り巻くようにリング状に配したものをストッ
パーとしてもよいし、接合すべきパイプ外周から所望の高さ又は接合すべきパイプの端部
外周上に設けた溝の底面から所望の高さ、所望の幅、及び長さを有するストッパーを数ヶ
所に点在させてもよい。例えば、接合すべきパイプ外周から高さ３ｍｍ程度、若しくは接
合すべきパイプの端部外周上に設けた溝の底面から高さ３ｍｍ程度（即ち、溝の深さ３ｍ
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ｍ程度）、幅３ｍｍ程度で接合すべきパイプ外周を連続して取り巻くようにリング状に配
することができ、又は、接合すべきパイプ外周からの高さ３ｍｍ程度、若しくは接合すべ
きパイプの端部外周上に設けた溝の底面から３ｍｍ程度（即ち、溝の深さ３ｍｍ程度）、
幅３ｍｍ程度、及び長さ５ｍｍ程度のものを点在させることができる。
【００８６】
前記ストッパーを設ける位置については、特に制限は無く、前記樹脂部材を前記樹脂製パ
イプにつけ合わせる位置や前記スリーブの大きさ、形状及び機能に応じて選択される。
【００８７】
前記Ｏリングについては、特に制限は無い。例えば、ＪＩＳ規格、ＡＲＰ規格、ＩＳＯ規
格等の規格品から、大きさや硬度を、その機能に応じて選択したり、又は所望の大きさや
硬度のものを成型することができる。
【００８８】
前記Ｏリングを前記接合すべきパイプの端部内周に配する方法については、特に困難は無
い。例えば、前記接合すべきパイプの端部内周に前記Ｏリングに対応した溝を設け、その
溝に当接するようにして配することができる。
【００８９】
前記Ｏリングを配する位置については、特に制限は無く、つき合せる樹脂製パイプに応じ
て選択すればよい。
【００９０】
本発明において、前記接合すべきパイプの端部内周に配されたＯリングが前記樹脂製パイ
プの端部外周に接するように、前記樹脂製パイプと前記接合すべきパイプとをつき合わせ
て保持する方法については、前記樹脂部材同士をつき合わせる方法を参考にすることによ
り容易に実施することができる。
【００９１】
前記スリーブについて、その材質、形状、及び大きさ等の形態には特に制限は無く、前記
樹脂パイプに融着された樹脂部材及び前記接合すべきパイプの端部外周のストッパーを抱
持することができるものであればよい。
【００９２】
スリーブによる抱持方法については、特に制限は無く、当該スリーブ内面においてその内
面に配された内方突出部とストッパーが当接して、スリーブ内面において前記内方突出部
とストッパーとが互いに係合するように前記樹脂部材の前記スリーブの相手パイプに対す
る軸方向の摺動を止め、これを介して、前記樹脂部材がスリーブ内に軸方向に拘束保持さ
れ、接合すべき（典型的には挿入すべき）パイプに対しても軸方向への相対移動に対して
スリーブ内に確保される方法であればよい。例えば、前記樹脂製パイプの形態、前記スト
ッパーの形態に合わせて選択されたリング状又は円筒状スリーブを選択して、これを二分
割、三分割等、二以上に分割したものを用いて抱持することができる。尚、前記方法によ
り抱持した後には、それぞれの分割されたスリーブを溶接により接合したり、それぞれの
分割されたスリーブの外周を針金等を用いて接合・固定したり、分割されたスリーブにつ
いてその円周方向に穴をあけ、その穴に針金等を通してそれぞれを接合・固定したりする
ことができる。
【００９３】
（本発明のスリーブ付樹脂加工製品）
本発明のスリーブ付樹脂加工製品は、樹脂製パイプと樹脂部材間の接合部に介在する、網
目状又はパターン状の開口を有する抵抗発熱体に通電発熱させて成る樹脂製パイプと樹脂
部材間の前記開口を通して形成された融着層を有する樹脂加工部材と、端部外周にストッ
パーが設けられた、前記樹脂製パイプと接合すべきパイプと、前記樹脂加工部材の端部外
周及び前記接合すべきパイプの端部内周に接するように配されたＯリングと、前記樹脂パ
イプに融着された樹脂部材及び前記接合すべきパイプの端部外周のストッパーを抱持する
スリーブとから成ることに特徴を有する樹脂加工製品である。
【００９４】
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本発明のスリーブ付樹脂加工製品の実施方法等については、本発明のスリーブ付樹脂加工
製品の製造方法に記載された内容が参考にされる。尚、本発明のスリーブ付樹脂加工製品
の製造方法により製造されるスリーブ付樹脂加工製品の一例が図９に示されている（図９
参照。）。
【００９５】
【実施例】
以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、この実施例により本発明は何等制限され
るものではない。
【００９６】
［実施例１］
（樹脂部材の融着）
外径１１４ｍｍ（φ１１４）、内径φ１０３、肉厚５．５ｍｍのポリエチレン樹脂パイプ
を接合するために、これに対応するポリエチレン樹脂リングを半分に切り、それぞれに市
販の金属メッシュ（ SUS304：２０メッシュ）をハンダゴテで熱融着させて取り付けた。こ
の二つの樹脂リングを接合すべきポリエチレン樹脂パイプ同士の所定の位置（継ぎ目上）
に取り付け、金属メッシュの端部を完全に覆うように通電プラグ（バッテリープラグ）を
装着した。この金属メッシュに１５Ｖの電流を１３０秒間流し、樹脂リングをポリエチレ
ン樹脂パイプに融着させた。このとき、前記ポリエチレン樹脂パイプと前記樹脂リングの
接合面において前記金属メッシュと圧着されていない面上に生ずる空隙に、溶解されたポ
リエチレン樹脂の存在が確認された。
【００９７】
［実施例２］
（樹脂部材の融着）
外径１１４ｍｍ（φ１１４）、内径φ１０３、肉厚５．５ｍｍのポリエチレン樹脂パイプ
とこれに対応するポリエチレン樹脂リングに替えて、外径φ１４０、内径φ１２７、肉厚
６．５ｍｍのポリエチレン樹脂パイプとこれに対応するポリエチレン樹脂リングを使用す
ること以外は、実施例１と同様の方法で樹脂リングをポリエチレン樹脂パイプに融着させ
た。
【００９８】
［実施例３］
（樹脂加工製品の評価）
実施例１及び２で融着、接合した樹脂加工製品（試料１及び２）について、引っ張り試験
による評価をした。尚、引っ張り試験は、圧縮試験機（ (株 )東京衡機製造所製： TES-CB-1
0）を使用して引っ張り方向に力を転換することによって行った。その際、樹脂リングに
治具を取り付け、引っ張り速度 10mm/minで行った。
【００９９】
【表１】
引っ張り試験による評価（単位：ｋＮ）
　
　
　
　
　
　
　
【０１００】
以上の結果、本発明品（実施例１及び２）については、何れも樹脂リングとポリエチレン
樹脂パイプとの接合面に異常（樹脂リングのはがれ等）はなく、ポリエチレン樹脂パイプ
自体の引っ張り強度と同等であった。従って、本発明方法は、機械的強度（引っ張り強度
）に優れた樹脂加工製品を、極めて簡便に製造することができることが分かる。
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【０１０１】
［実施例４］
（樹脂パイプと金属パイプの接合）
（１）外径φ１２５、内径φ１１４、肉厚５．５ｍｍ、幅３０ｍｍのポリエチレン樹脂リ
ングを半分に切り、それぞれに市販の金属メッシュ（ SUS304：２０メッシュ）を長さ２０
０ｍｍ、幅２０ｍｍをハンダゴテで熱融着させて取り付けた。この二つの切断された樹脂
リングを外径１１４ｍｍ（φ１１４）、内径φ１０３、肉厚５．５ｍｍのポリエチレン樹
脂パイプ外周の所定の位置（端部）に取り付け、金属メッシュの端部を完全に覆うように
通電プラグ（バッテリープラグ）を装着した。この金属メッシュに１２Ｖの電流を１８０
秒間流し、樹脂リングをポリエチレン樹脂パイプに融着した。このとき、前記ポリエチレ
ン樹脂パイプと前記樹脂リングの接合面において前記金属メッシュと圧着されていない面
上に生ずる空隙に、溶解されたポリエチレン樹脂の存在が確認された。
（２）外径φ１３３、内径φ１１４、肉厚９．５ｍｍの鉄パイプ（ SS400）の内周にＯリ
ング（ JIS規格：Ｐ１１２）を取り付けるため、所定の位置にこのＯリングに対応する大
きさの溝を設けて、Ｏリングを取り付けた。更に、前記鉄パイプの端部外周の所定の位置
にこの外周と同じ長さの溝（深さ３ｍｍ、幅７ｍｍ）を設けることにより、ストッパー（
前記溝の底面からの高さ３ｍｍ、幅３ｍｍ）を設けた。
（３）（１）で得られたポリエチレン樹脂パイプを、その端部が（２）で得られた金属パ
イプの端部内周のＯリングに接するようにつき合わせて保持した。
（４）前記ポリエチレン樹脂に融着された樹脂部材と、前記鉄パイプの端部外周のストッ
パーとを、これ等に対応した大きさ及び形状のスリーブにより抱持させた。その際、当該
スリーブを二分割し、この二つのスリーブのそれぞれの内面においてその内面に配された
内方突出部とストッパーが当接して、スリーブ内面において前記内方突出部とストッパー
とが互いに係合するように前記樹脂部材の前記スリーブの相手パイプに対する軸方向の摺
動を止め、これを介して、前記樹脂部材がスリーブ内に軸方向に拘束保持され、接合すべ
き（典型的には挿入すべき）パイプに対しても軸方向への相対移動に対してスリーブ内に
確保されるようにした。その後、それぞれの分割された二つのスリーブを溶接により接合
した。
【０１０２】
［実施例５］
（樹脂加工製品の水圧試験による評価）
実施例４で接合した樹脂加工製品（試料３）について、水圧試験による評価をした。尚、
本試験は２回行った。
【０１０３】
（試験方法）
▲１▼実施例４で接合した樹脂加工製品（本発明品）の管内に対し、２ｋｇｆの水圧をか
けて、この状態を１分間維持し、このときの樹脂加工製品の状態を確認した。
▲２▼その後、本発明品の管内の水圧を、２ｋｇｆ毎に水圧を上げていき、前記同様にそ
の都度その状態を１分間維持し、このときの樹脂加工製品の状態を確認した。
【０１０４】
（試験結果）
本発明品については、下記表２に示す水圧の値以下で、ポリエチレン樹脂－鉄接合パイプ
の接合部に水漏れ等の異常は無く、ポリエチレン樹脂パイプの外周においても膨張は認め
られなかった。
【０１０５】
【表２】
水圧試験による評価（単位：ｋｇｆ）
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【０１０６】
［実施例６］
（樹脂加工製品の引っ張り試験による評価）
実施例４で接合した樹脂加工製品（試料３）について、引っ張り試験による評価を下記方
法により行った。尚、本試験は２回行った。
【０１０７】
（試験方法）
▲１▼実施例４で接合した樹脂加工製品（本発明品）のポリエチレン樹脂パイプ側に固定
治具を取り付けて、引っ張り試験装置（実施例３と同様の引っ張り試験装置）にセットす
ると共に、更にこれと前記試験装置の中間に測定計器を取り付けた。
▲２▼鉄パイプ側に固定治具を取り付け固定した。
▲３▼前記試験装置により０．５ｋＮの引張力をかけ、この状態を１分間維持し、このと
きの樹脂加工製品の状態を確認した。
▲４▼その後、引張力を、０．５ｋＮ毎に上げていき、前記同様にその都度その状態を１
分間維持し、このときの樹脂加工製品の状態を確認した。
【０１０８】
（試験結果）
本発明品については、下記表３に示すように、下記引っ張り強度の値で、ポリチレン樹脂
－鉄接合パイプの接合部に異常は認められなかった。また、従来のポリエチレン樹脂－鉄
接合パイプよりも引っ張り強度において極めて優れていることが分かった。
【０１０９】
【表３】
引っ張り試験による評価（単位：ｋＮ）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１１０】
［実施例７］
（樹脂加工製品の破壊試験による評価）
実施例４で接合した樹脂加工製品（試料３）について、破壊試験による評価を下記方法に
より行った。
【０１１１】
（試験方法）
▲１▼実施例４で接合した樹脂加工製品（本発明品）のポリエチレン樹脂パイプ側に固定
治具を取り付け、更にこれを破壊試験装置（実施例３と同様の引っ張り試験装置）にセッ
トした。
▲２▼鉄パイプ側に固定治具を取り付け固定した。
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▲３▼前記引っ張り機により引張力をかけ、徐々に上げていき、このときの樹脂加工製品
の状態を確認した。
【０１１２】
（試験結果）
ポリエチレン樹脂パイプが大きく歪んだが、ポリチレン樹脂－鉄接合パイプの接合部に異
常は認められず、ポリチレン樹脂－鉄接合パイプの接合部における破壊強度は３５ｋＮ以
上であることが分かった。
【０１１３】
以上の結果、本発明品（実施例４）については、ポリエチレン樹脂パイプと鉄パイプの接
合部に異常（樹脂リングのはがれ等）は無く、従来のポリエチレン樹脂－鉄接合パイプよ
りも耐水圧、引っ張り強度及び破壊強度において極めて優れていることは明らかである。
従って、本発明方法は、機械的強度（引っ張り強度等）に優れた樹脂加工製品を、極めて
簡便に製造することができることが分かる。
【０１１４】
【発明の効果】
本発明では、前記説明のように網目状又はパターン状にした金属線（抵抗発熱体）を通電
発熱させて樹脂部材同士を融着するので、カーボンの発生、内蔵する抵抗発熱体（発熱体
）の通電中におけるショートもなく、環境温度による影響等も最小限にして、樹脂部材同
士を簡便に融着、接合させることができる。更に、前記金属線の形状は自由に選択し、加
工することができるので、樹脂部材の形状にはとらわれず、汎用性もある。従って、樹脂
部材同士を接合することによって製造される樹脂加工製品、特に、樹脂部材同士を通電加
熱により融着し、接合することによって製造される樹脂加工製品を簡便に製造することが
できる。
【０１１５】
環境温度による影響等も最小限で、極めて簡便に樹脂部材同士を融着（接合）することが
でき、機械的強度（引っ張り強度等）に優れた樹脂加工製品を提供することができる。
【０１１６】
更に、少なくとも一方が樹脂製であるパイプ同士、特に樹脂製パイプと金属製パイプを、
それ等の接合部において高い機械的強度で接合することによって製造される樹脂加工製品
を簡便に製造することができる
従って、本発明は工業的に極めて有用である。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の樹脂加工製品の製造方法の一例を図示したものである。一例と
して、円筒状の樹脂部材（樹脂パイプ）同士と、半円状の樹脂部材（継手）を接合してい
る。図中、ａからｆの順で本発明の樹脂加工製品の製造が行われる。尚、この後、同様に
して前記半円状の樹脂部材と対となる樹脂部材を、前記半円状の樹脂部材を接合させた位
置と反対の位置に融着させることもできる。
【図２】図 2a～ 2cは、本発明の融着装置の一例を図示したものである。一例として、板状
の樹脂部材同士の接合部に抵抗発熱体を介在させている。
図 2aは、当該融着装置を正面から見たときの図を示したものである。
図 2bは、当該融着装置の平面図（当該融着装置を上から見たときの図）を示したものであ
る。
図 2cは、当該融着装置に使用される抵抗発熱体を図示したものである。
【図３】図 3a及び 3bは、本発明の融着装置の一例を図示したものである。一例として、円
筒状の樹脂部材同士の接合部に抵抗発熱体を介在させている。
図 3aは、当該融着装置を正面から見たときの図を示したものである。
図 3bは、当該融着装置について、図 3aにおける A-A'方向の断面を見たときの図を示したも
のである。
【図４】図 4a～ 4cは、本発明の融着装置の一例を図示したものである。一例として、円筒
状の樹脂部材（樹脂パイプ）同士の接合面の近傍（継ぎ目上）に、抵抗発熱体が仮付けさ
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れた半円状の樹脂部材（継手）（リング状の樹脂部材を二分割にし、この一方に抵抗発熱
体を仮付けしたもの）をつけ合わせている。
図 4aは、当該融着装置を正面から見たときの図を示したものである。
図 4bは、当該融着装置について、図 4aにおける B-B'方向の断面を見たときの図を示したも
のである。
図 4cは、当該融着装置について、図 4aにおける L-L'方向の断面を見たときの図を示したも
のである。
【図５】図 5a～ 5dは、本発明の融着装置の一例を図示したものである。一例として、円筒
状の樹脂部材（樹脂パイプ）同士の接合面の近傍（継ぎ目上）に、抵抗発熱体が仮付けさ
れたリング状の樹脂部材（継手）をつけ合わせている。
図 5aは、当該融着装置を正面から見たときの図を示したものである。
図 5bは、当該融着装置を上から見たときの図を示したものである。
図 5cは、当該融着装置について、図 5aにおける C-C'方向の断面を見たときの図を示したも
のである。
図 5dは、当該融着装置について、図 5bにおける M-M'方向の断面を見たときの図を示したも
のである。
【図６】図 6a～ 6cは、本発明の融着装置の一例を図示したものである。一例として、円筒
状の樹脂部材（樹脂パイプ）同士の接合面の近傍（継ぎ目上）に、抵抗発熱体が仮付けさ
れた半円状の樹脂部材（継手）をつけ合わせている。
図 6aは、当該融着装置を正面から見たときの図を示したものである。
図 6bは、当該融着装置を上から見たときの図を示したものである。
図 6cは、当該融着装置について、図 6aにおける D-D'方向の断面を見たときの図を示したも
のである。
【図７】図 7a～ 7cは、本発明の樹脂加工製品の一例を図示したものである。
図 7aは、本発明の樹脂加工製品の一例として、円筒状の樹脂部材（樹脂パイプ）同士とリ
ング状の樹脂部材（継手）を接合したものを図示したものである。
図 7bは、当該樹脂加工製品を正面から見たときの図を示したものである。
図 7cは、当該樹脂加工製品について、図 7bにおける E-E'方向の断面を見たときの図を示し
たものである。樹脂部材同士（樹脂部材１及び２）と継手（樹脂部材３）との接合部に、
抵抗発熱体の通電発熱により樹脂部材同士と継手とが溶融、融着（溶融混合し再構成（一
体となって硬化））して形成された融着層がある。
【図８】図８は、本発明のスリーブ付樹脂加工製品の製造方法の一例を図示したものであ
る。一例として、樹脂製パイプと、これと接合すべきパイプとがスリーブを用いて接合さ
れている。図中、ａからｆの順で本発明のスリーブ付樹脂加工製品の製造が行われる。
【図９】図 9a～ 9dは、本発明のスリーブ付樹脂加工製品の一例を図示したものである。一
例として、ポリエチレン樹脂パイプに融着されたポリエチレン樹脂部材と鉄パイプ外周の
ストッパーが、スリーブにより抱持されることによりポリエチレン樹脂パイプと鉄パイプ
が接合されている。
図 9aは、当該スリーブ付樹脂加工製品を正面から見たときの図を示したものである。
図 9bは、当該スリーブ付樹脂加工製品を上から見たときの図を示したものである。
図 9cは、当該スリーブ付樹脂加工製品について、図 9bにおける F-F'方向の断面を見たとき
の図を示したものである。
図 9dは、当該スリーブ付樹脂加工製品について、図 9cにおける G-G'方向の断面を見たとき
の図を示したものである。
【符号の説明】
１．樹脂部材１（継手）
２．抵抗発熱体（金属メッシュ）
３．樹脂部材２
４．樹脂部材３
５．通電プラグ（電極端子）
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６．余分な抵抗発熱体
７．樹脂部材１
８．抵抗発熱体（金属メッシュ）
９．樹脂部材２
１０．通電プラグ（電極端子）
１１．樹脂部材１
１２．抵抗発熱体（金属メッシュ）
１３．樹脂部材２
１４．通電プラグ（電極端子）
１５．絶縁体
１６．樹脂部材１
１７．抵抗発熱体（金属メッシュ）
１８．樹脂部材２
１９．樹脂部材３（継手）
２０．通電プラグ（電極端子）
２１．つき合わせた樹脂部材（樹脂部材１及び２）
２２．樹脂部材１
２３．抵抗発熱体（金属メッシュ）
２４．樹脂部材２
２５．樹脂部材３（継手）
２６．通電プラグ（電極端子）
２７．つき合わせた樹脂部材（樹脂部材１及び２）
２８．絶縁体
２９．樹脂部材１
３０．抵抗発熱体（金属メッシュ）
３１．樹脂部材２
３２．樹脂部材３（継手）
３３．通電プラグ（電極端子）
３４．つき合わせた樹脂部材（樹脂部材１及び２）
３５．樹脂部材１
３６．樹脂部材２
３７．樹脂部材３（継手）
３８．融着層
３９．接合した樹脂部材（樹脂部材１及び２）
４０．樹脂部材
４１．抵抗発熱体
４２．樹脂製パイプ
４３．樹脂製パイプと接合すべきパイプ
４４．ストッパー
４５．スリーブ
４６．ポリエチレン樹脂パイプ
４７．ポリエチレン樹脂部材
４８．鉄パイプ
４９．Ｏリング
５０．スリーブ
５１．ストッパー
５２．抵抗発熱体
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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